
種類 項目

Ａ３ 3111 100%

Ａ３ 3112 90%

Ａ３ 3113 80%

Ａ３ 3114 70%

Ａ３ 3115 100%

Ａ３ 3116 90%

Ａ３ 3117 80%

Ａ３ 3118 70%

Ａ３ 3119 100%

Ａ３ 3120 90%

Ａ３ 3121 80%

Ａ３ 3122 70%

Ａ３ 3123 100%

Ａ３ 3124 90%

Ａ３ 3125 80%

Ａ３ 3126 70%

Ａ３ 3511 100%

Ａ３ 3512 90%

Ａ３ 3513 80%

Ａ３ 3514 70%

Ａ３ 3515 100%

Ａ３ 3516 90%

Ａ３ 3517 80%

Ａ３ 3518 70%

Ａ３ 3731 100%

Ａ３ 3732 90%

Ａ３ 3733 80%

Ａ３ 3734 70%

Ａ３ 3735 100%

Ａ３ 3736 90%

Ａ３ 3737 80%

Ａ３ 3738 70%

Ａ３ 3127 100%

Ａ３ 3128 90%

Ａ３ 3129 80%

Ａ３ 3130 70%

Ａ３ 3131 100%

Ａ３ 3132 90%

Ａ３ 3133 80%

Ａ３ 3134 70%

Ａ３ 3135 100%

Ａ３ 3136 90%

Ａ３ 3137 80%

Ａ３ 3138 70%

Ａ３ 3519 100%

Ａ３ 3520 90%

Ａ３ 3521 80%

Ａ３ 3522 70%

Ａ３ 3755 100%

Ａ３ 3756 90%

Ａ３ 3757 80%

Ａ３ 3758 70%

Ａ３ 3759 100%

Ａ３ 3760 90%

Ａ３ 3761 80%

Ａ３ 3762 70%

Ａ３ 3763 100%

Ａ３ 3764 90%

Ａ３ 3765 80%

Ａ３ 3766 70%

Ａ３ 3139 100%

Ａ３ 3140 90%

Ａ３ 3141 80%

Ａ３ 3142 70%

緩和型訪問サービスⅠ・高齢者虐待防止措置減算Ⅱ 高齢者虐待防止措置未実施減算　　 生活援助のみのサービス -2

緩和型訪問サービスⅠ・業務継続計画未算定減算Ⅰ 業務継続計画未策定減算　 身体介護を伴うサービス

生活援助のみのサービス業務継続計画未策定減算　緩和型訪問サービスⅠ・業務継続計画未算定減算Ⅱ

-3

-2

232 

210 

41 

27 

14 

-3

273 

247 

246 

222 

240 

217 

緩和型訪問サービスⅠ・中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

緩和型訪問サービスⅠ・高齢者虐待防止措置減算Ⅰ 高齢者虐待防止措置未実施減算　　

緩和型訪問サービスⅠ・介護職員処遇改善加算Ⅰイ （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ） 318 

身体介護を伴うサービス

生活援助のみのサービス　

緩和型訪問サービスⅠ・同一Ⅱ

正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が１００分の９０以上
の場合（事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり利用者が５０人以上居住する建
物に居住する利用者にサービスを行う場合を除く）×88％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅠ・生活援助・同一Ⅱ 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅠ・特別地域加算 特別地域加算

緩和型訪問サービスⅠ・小規模事業所加算

Ａ３：緩和型訪問【区独自】サービスコード表　　　　　　　　　　　　　　 ※足立区の指定を受けた事業者が使用するサービスコード
サービスコード

サービス内容略称 算　定　項　目 給付率
合成単位

数
算 定
単 位

緩和型訪問サービスⅠ

【週１回利用の場合】
事業対象者・要支援１・要支援２

身体介護を伴うサービス　　

緩和型訪問サービスⅠ・生活援助 生活援助のみのサービス　

中山間地域等における小規模事業所加算

緩和型訪問サービスⅠ・同一Ⅲ

事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり利用者が５０人以上居住する建物に居
住する利用者にサービスを行う場合×85％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅠ・生活援助・同一Ⅲ 生活援助のみのサービス 1回につき

緩和型訪問サービスⅠ・同一Ⅰ

事業所と同一敷地内建物等の利用者(事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり
利用者が５０人以上居住する建物に居住する利用者にサービスを行う場合を除く）
又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上の利用者にサービスを行う場合×
90％

身体介護を伴うサービス　

緩和型訪問サービスⅠ・生活援助・同一Ⅰ



種類 項目

Ａ３：緩和型訪問【区独自】サービスコード表　　　　　　　　　　　　　　 ※足立区の指定を受けた事業者が使用するサービスコード
サービスコード

サービス内容略称 算　定　項　目 給付率
合成単位

数
算 定
単 位

Ａ３ 3791 100%

Ａ３ 3792 90%

Ａ３ 3793 80%

Ａ３ 3794 70%

Ａ３ 3143 100%

Ａ３ 3144 90%

Ａ３ 3145 80%

Ａ３ 3146 70%

Ａ３ 3795 100%

Ａ３ 3796 90%

Ａ３ 3797 80%

Ａ３ 3798 70%

Ａ３ 3147 100%

Ａ３ 3148 90%

Ａ３ 3149 80%

Ａ３ 3150 70%

Ａ３ 3551 100%

Ａ３ 3552 90%

Ａ３ 3553 80%

Ａ３ 3554 70%

Ａ３ 3211 100%

Ａ３ 3212 90%

Ａ３ 3213 80%

Ａ３ 3214 70%

Ａ３ 3215 100%

Ａ３ 3216 90%

Ａ３ 3217 80%

Ａ３ 3218 70%

Ａ３ 3219 100%

Ａ３ 3220 90%

Ａ３ 3221 80%

Ａ３ 3222 70%

Ａ３ 3223 100%

Ａ３ 3224 90%

Ａ３ 3225 80%

Ａ３ 3226 70%

Ａ３ 3523 100%

Ａ３ 3524 90%

Ａ３ 3525 80%

Ａ３ 3526 70%

Ａ３ 3527 100%

Ａ３ 3528 90%

Ａ３ 3529 80%

Ａ３ 3530 70%

Ａ３ 3739 100%

Ａ３ 3740 90%

Ａ３ 3741 80%

Ａ３ 3742 70%

Ａ３ 3743 100%

Ａ３ 3744 90%

Ａ３ 3745 80%

Ａ３ 3746 70%

Ａ３ 3227 100%

Ａ３ 3228 90%

Ａ３ 3229 80%

Ａ３ 3230 70%

Ａ３ 3231 100%

Ａ３ 3232 90%

Ａ３ 3233 80%

Ａ３ 3234 70%

Ａ３ 3235 100%

Ａ３ 3236 90%

Ａ３ 3237 80%

Ａ３ 3238 70%

246 

222 

240 

217 

1回につき

緩和型訪問サービスⅡ・同一Ⅰ

事業所と同一敷地内建物等の利用者(事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり
利用者が５０人以上居住する建物に居住する利用者にサービスを行う場合を除く）
又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上の利用者にサービスを行う場合×
90％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅡ・生活援助・同一Ⅰ 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅡ・同一Ⅱ

正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が１００分の９０以上
の場合（事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり利用者が５０人以上居住する建
物に居住する利用者にサービスを行う場合を除く）×88％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅡ・生活援助・同一Ⅱ 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅡ・同一Ⅲ

事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり利用者が５０人以上居住する建物に居
住する利用者にサービスを行う場合×85％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅡ・小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算　

232 

210 

41 

27 

14 

273 

247 

緩和型訪問サービスⅡ

【週２回利用の場合】
事業対象者・要支援１・要支援２

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅡ・生活援助 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅡ・生活援助・同一Ⅲ 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅡ・中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算　

緩和型訪問サービスⅡ・特別地域加算 特別地域加算　

1月につき

緩和型訪問サービスⅠ・介護職員処遇改善加算Ⅱイ （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱイ）

緩和型訪問サービスⅠ・介護職員処遇改善加算Ⅲ　 （５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

緩和型訪問サービスⅠ・介護職員処遇改善加算Ⅳ　 （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 200 

243 

緩和型訪問サービスⅠ・介護職員処遇改善加算Ⅰロ

緩和型訪問サービスⅠ・介護職員処遇改善加算Ⅱロ

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ）

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ）

338 

293 

313 



種類 項目

Ａ３：緩和型訪問【区独自】サービスコード表　　　　　　　　　　　　　　 ※足立区の指定を受けた事業者が使用するサービスコード
サービスコード

サービス内容略称 算　定　項　目 給付率
合成単位

数
算 定
単 位

Ａ３ 3531 100%

Ａ３ 3532 90%

Ａ３ 3533 80%

Ａ３ 3534 70%

Ａ３ 3767 100%

Ａ３ 3768 90%

Ａ３ 3769 80%

Ａ３ 3770 70%

Ａ３ 3771 100%

Ａ３ 3772 90%

Ａ３ 3773 80%

Ａ３ 3774 70%

Ａ３ 3775 100%

Ａ３ 3776 90%

Ａ３ 3777 80%

Ａ３ 3778 70%

Ａ３ 3239 100%

Ａ３ 3240 90%

Ａ３ 3241 80%

Ａ３ 3242 70%

Ａ３ 3799 100%

Ａ３ 3800 90%

Ａ３ 3801 80%

Ａ３ 3802 70%

Ａ３ 3243 100%

Ａ３ 3244 90%

Ａ３ 3245 80%

Ａ３ 3246 70%

Ａ３ 3803 100%

Ａ３ 3804 90%

Ａ３ 3805 80%

Ａ３ 3806 70%

Ａ３ 3247 100%

Ａ３ 3248 90%

Ａ３ 3249 80%

Ａ３ 3250 70%

Ａ３ 3611 100%

Ａ３ 3612 90%

Ａ３ 3613 80%

Ａ３ 3614 70%

Ａ３ 3311 100%

Ａ３ 3312 90%

Ａ３ 3313 80%

Ａ３ 3314 70%

Ａ３ 3315 100%

Ａ３ 3316 90%

Ａ３ 3317 80%

Ａ３ 3318 70%

Ａ３ 3319 100%

Ａ３ 3320 90%

Ａ３ 3321 80%

Ａ３ 3322 70%

Ａ３ 3323 100%

Ａ３ 3324 90%

Ａ３ 3325 80%

Ａ３ 3326 70%

Ａ３ 3535 100%

Ａ３ 3536 90%

Ａ３ 3537 80%

Ａ３ 3538 70%

Ａ３ 3539 100%

Ａ３ 3540 90%

Ａ３ 3541 80%

Ａ３ 3542 70%

-2

緩和型訪問サービスⅡ・高齢者虐待防止措置減算Ⅱ

緩和型訪問サービスⅡ・業務継続計画未算定減算Ⅰ

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅡ・業務継続計画未算定減算Ⅱ

-2

-3

高齢者虐待防止措置未実施減算　　 生活援助のみのサービス

業務継続計画未策定減算　 身体介護を伴うサービス

業務継続計画未策定減算　 生活援助のみのサービス

273 

247 

246 

222 

240 

217 

634 

399 

625 

486 

674 

585 

1月につき

緩和型訪問サービスⅡ・介護職員処遇改善加算Ⅱイ （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱイ）

緩和型訪問サービスⅡ・介護職員処遇改善加算Ⅲ　

緩和型訪問サービスⅢ 身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅢ・生活援助 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅢ・同一Ⅰ

事業所と同一敷地内建物等の利用者(事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり
利用者が５０人以上居住する建物に居住する利用者にサービスを行う場合を除く）
又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上の利用者にサービスを行う場合×
90％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅢ・生活援助・同一Ⅰ 生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅢ・同一Ⅱ

正当な理由なく事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が１００分の９０以上
の場合（事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり利用者が５０人以上居住する建
物に居住する利用者にサービスを行う場合を除く）×88％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅢ・生活援助・同一Ⅱ 生活援助のみのサービス

-3緩和型訪問サービスⅡ・高齢者虐待防止措置減算Ⅰ 高齢者虐待防止措置未実施減算　　

緩和型訪問サービスⅡ・介護職員処遇改善加算Ⅳ （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

緩和型訪問サービスⅡ・介護職員処遇改善加算Ⅰイ （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ）

緩和型訪問サービスⅡ・介護職員処遇改善加算Ⅱロ （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ）

緩和型訪問サービスⅡ・介護職員処遇改善加算Ⅰロ （２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ）

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）



種類 項目

Ａ３：緩和型訪問【区独自】サービスコード表　　　　　　　　　　　　　　 ※足立区の指定を受けた事業者が使用するサービスコード
サービスコード

サービス内容略称 算　定　項　目 給付率
合成単位

数
算 定
単 位

Ａ３ 3747 100%

Ａ３ 3748 90%

Ａ３ 3749 80%

Ａ３ 3750 70%

Ａ３ 3751 100%

Ａ３ 3752 90%

Ａ３ 3753 80%

Ａ３ 3754 70%

Ａ３ 3327 100%

Ａ３ 3328 90%

Ａ３ 3329 80%

Ａ３ 3330 70%

Ａ３ 3331 100%

Ａ３ 3332 90%

Ａ３ 3333 80%

Ａ３ 3334 70%

Ａ３ 3335 100%

Ａ３ 3336 90%

Ａ３ 3337 80%

Ａ３ 3338 70%

Ａ３ 3543 100%

Ａ３ 3544 90%

Ａ３ 3545 80%

Ａ３ 3546 70%

Ａ３ 3779 100%

Ａ３ 3780 90%

Ａ３ 3781 80%

Ａ３ 3782 70%

Ａ３ 3783 100%

Ａ３ 3784 90%

Ａ３ 3785 80%

Ａ３ 3786 70%

Ａ３ 3787 100%

Ａ３ 3788 90%

Ａ３ 3789 80%

Ａ３ 3790 70%

Ａ３ 3339 100%

Ａ３ 3340 90%

Ａ３ 3341 80%

Ａ３ 3342 70%

Ａ３ 3807 100%

Ａ３ 3808 90%

Ａ３ 3809 80%

Ａ３ 3810 70%

Ａ３ 3343 100%

Ａ３ 3344 90%

Ａ３ 3345 80%

Ａ３ 3346 70%

Ａ３ 3811 100%

Ａ３ 3812 90%

Ａ３ 3813 80%

Ａ３ 3814 70%

Ａ３ 3347 100%

Ａ３ 3348 90%

Ａ３ 3349 80%

Ａ３ 3350 70%

Ａ３ 3671 100%

Ａ３ 3672 90%

Ａ３ 3673 80%

Ａ３ 3674 70%

Ａ３ 3411 100%

Ａ３ 3412 90%

Ａ３ 3413 80%

Ａ３ 3414 70%

-3

業務継続計画未策定減算　 生活援助のみのサービス -2

634 

200 

771 

232 

210 

高齢者虐待防止措置未実施減算　　 身体介護を伴うサービス

高齢者虐待防止措置未実施減算　　 生活援助のみのサービス -2

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ）緩和型訪問サービスⅢ・介護職員処遇改善加算Ⅰロ

緩和型訪問サービスⅢ・介護職員処遇改善加算Ⅱロ （４）介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ）

1,006 

1,070 

928 

991 

緩和型訪問サービスⅢ・高齢者虐待防止措置減算Ⅱ

緩和型訪問サービスⅢ・業務継続計画未算定減算Ⅰ

緩和型訪問サービスⅢ・業務継続計画未算定減算Ⅱ

業務継続計画未策定減算　

41 

27 

14 

-3

緩和型訪問サービスⅢ・介護職員処遇改善加算Ⅳ （６）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

緩和型訪問サービスⅢ・介護職員処遇改善加算Ⅰイ （１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ）

緩和型訪問サービスⅢ・介護職員処遇改善加算Ⅱイ （３）介護職員等処遇改善加算（Ⅱイ）

緩和型訪問サービスⅢ・介護職員処遇改善加算Ⅲ　

1月につき

緩和型訪問サービス初回加算 初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200単位加算

生活援助のみのサービス

緩和型訪問サービスⅢ・中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

緩和型訪問サービスⅢ・高齢者虐待防止措置減算Ⅰ

緩和型訪問サービスⅢ・特別地域加算 特別地域加算

緩和型訪問サービスⅢ・小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

身体介護を伴うサービス

【週３回利用の場合】
要支援２

緩和型訪問サービスⅢ・同一Ⅲ

事業所と同一敷地内建物等の１か月あたり利用者が５０人以上居住する建物に居
住する利用者にサービスを行う場合×85％

身体介護を伴うサービス

緩和型訪問サービスⅢ・生活援助・同一Ⅲ



種類 項目

Ａ３：緩和型訪問【区独自】サービスコード表　　　　　　　　　　　　　　 ※足立区の指定を受けた事業者が使用するサービスコード
サービスコード

サービス内容略称 算　定　項　目 給付率
合成単位

数
算 定
単 位

Ａ３ 3415 100%

Ａ３ 3416 90%

Ａ３ 3417 80%

Ａ３ 3418 70%

Ａ３ 3419 100%

Ａ３ 3420 90%

Ａ３ 3421 80%

Ａ３ 3422 70%

Ａ３ 3547 100%

Ａ３ 3548 90%

Ａ３ 3549 80%

Ａ３ 3550 70%

100 

1月につき緩和型訪問サービス生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100単位加算

生活機能向上連携加算Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200単位加算

緩和型訪問サービス口腔連携強化加算 口腔連携強化加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50単位加算
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50 


